
令和６年１２月市議会定例会議案件名 

 

議案第７２ 号 白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

議案第７３ 号 白河市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第７４ 号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

議案第７５ 号 白河市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

議案第７６ 号 白河市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７７ 号 白河市産業プラザ条例の一部を改正する条例 

議案第７８ 号 白河市ゴルフ場条例の一部を改正する条例 

議案第７９ 号 白河市下水道条例等の一部を改正する条例 

議案第８０ 号 白河文化交流館及び白河市東文化センターの指定管理者の指定について 

議案第８１ 号 白河市大信地域市民交流センターの指定管理者の指定について 

議案第８２ 号 市道路線の認定及び廃止について 

議案第８３ 号 新市建設計画の変更について 

議案第８４ 号 令和６年度白河市一般会計補正予算（第５号） 

議案第８５ 号 令和６年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第８６ 号 令和６年度白河市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

令和６年１２月市議会定例会議案要旨 

 

議案第７２ 号 白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 

児童手当法の一部改正に伴い、廃止された特例給付を個人番号の利用範囲

から削るものであります。 

議案第７３ 号 白河市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する

条例 

 令和９年４月に開館予定の複合施設に生涯学習センター（仮称）は、生涯

学習の拠点に加え、地域づくりの拠点として社会教育事業の枠を超え、スポ

ーツ推進事業と健康増進事業、地域づくり事業との連携など、関連施策を一

体的に推進していく必要があることから、公民館及びスポーツに関する事務

に係る権限を教育委員会から市長部局に移管するため、所要の改正を行うも

のであります。 

議案第７４ 号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、刑法における懲役及び禁錮に

代えて拘禁刑が創設されたため、関係する条例について所要の改正を行うも

のであります。 

議案第７５ 号 白河市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 こども基本法の施行に伴い、所掌事務にこども計画の策定、推進等を加え

るなど、所要の改正を行うものであります。 

議案第７６ 号 白河市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、引用する条項を整理するもので

あります。 

議案第７７ 号 白河市産業プラザ条例の一部を改正する条例 

 人材育成センターの使用料について、コワーキングスペースに法人向け料

金を設定するなど、所要の改正を行うものであります。 

議案第７８ 号 白河市ゴルフ場条例の一部を改正する条例 

 ゴルフコース及び宿泊施設の使用料について、維持管理コストの増加等に

対応するため、使用料の見直しを行うものであります。 

議案第７９ 号 白河市下水道条例等の一部を改正する条例 

 公共下水道等について、下水道使用料収入の減少や維持管理コストの増加

等に対応するため、使用料の見直しを行うものであります。 

議案第８０ 号 白河文化交流館及び白河市東文化センターの指定管理者の指定について 

議案第８１ 号 白河市大信地域市民交流センターの指定管理者の指定について 

 上２議案については、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、指

定管理者に公の施設の管理を行わせるため、同条第６項の規定により、議会

の議決を得ようとするものであります。 

議案第８２ 号 市道路線の認定及び廃止について 
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 市道路線を認定し、及び廃止するため、道路法第８条第２項及び第１０条

第３項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 

議案第８３ 号 新市建設計画の変更について 

 新市建設計画を変更するため、市町村の合併の特例に関する法律第５条第

７項の規定により、議会の議決を得ようとするものです。 

議案第８４ 号 令和６年度白河市一般会計補正予算（第５号） 

(1) 歳入歳出予算の補正 

歳入歳出補正総額は１６６，０８６千円増額となり、歳入歳出予算総額

は３３，９５３，４０１千円となりました。 

款別補正の内訳は、次のとおりであります。 

歳入については、国庫支出金９，０６９千円、県支出金３０，９２０千

円、繰入金１２１，０７０千円、諸収入４，８２７千円、市債２００千円

をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、議会費９７千円、民生費４５，０４３千円、衛生費  

１３，３３０千円、農林水産業費４，４５６千円、商工費６８，９９７千

円、土木費１０，２８７千円、消防費３，２１５千円、教育費２７，３３０ 

千円をそれぞれ増額補正し、総務費６，６６９千円を減額補正するもので

あります。 

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。 

こども医療助成事業               ３４，２１０千円 

民営保育園等施設型給付事業            ８，７８６千円 

出産・子育て応援事業              １４，０９９千円 

工業団地管理費                 ２１，０８５千円 

多世代交流センター管理費            ４５，４６２千円 

街灯管理費                    ３，５００千円 

公営住宅維持管理費                ５，０００千円 

消防施設管理事業                 ２，９５７千円 

小峰城史跡整備事業               １９，７７０千円 

(2) 継続費の補正 

事業の変更に伴い、継続費を変更するものであります。 

(3) 繰越明許費の補正 

事業の追加に伴い、繰越明許費を追加するものであります。 

(4) 債務負担行為の補正 

事業の追加に伴い、債務負担行為を追加するものであります。 

(5) 地方債の補正 

事業の変更に伴い、地方債の限度額を変更するものであります。 

議案第８５ 号 令和６年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出補正総額は２４４千円増額となり、歳入歳出予算総額は５， 

５６２，０７１千円となりました。 

款別補正の歳入については、県支出金１９８千円、繰入金４６千円をそ
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れぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、総務費２４４千円を増額補正するものであります。 

議案第８６ 号 令和６年度白河市水道事業会計補正予算（第２号） 

(1) 収益的収入の補正 

営業外収益１６０千円を増額補正し、その総額として水道事業収益１，

２７０，８０７千円を予定するものであります。 

(2) 収益的支出の補正 

 営業費用１，２２８千円を減額補正し、その総額として水道事業費用１，

２４３，２２０千円を予定するものであります。 


